
○指定介護機関介護担当規程             

平成１２年３月３１日 厚生省告示第１９１号 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54条の 2第 4項において準用する同法第 50 条第 1項の規定によ

り、指定介護機関介護担当規程を次のように定め、平成 12年 4月 1 日から適用する。 

中国残留邦人等支援法第 14 条第 4 項の規定により、本担当規定を中国残留邦人等支援法指定介護機関に準

用する。 

 

指定介護機関介護担当規程 

 

（指定介護機関の義務) 

第１条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、介護を必 

要とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなければならない。 

 

（提供義務) 

第２条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要介護者に対する 

介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

 

（介護券） 

第３条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護者について発給 

された介護券が有効であることを確かめなければならない。 

 

（援助） 

第４条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難であると認めたとき 

は、速やかに、要介護者が所定の手続きをすることができるよう当該要介護者に対し必要な援助を与えなけ 

ればならない。 

 

（証明書等の交付） 

第５条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活保護法（昭和 

25 年法律第 144 号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこ 

れを交付しなければならない。 

 

（介護記録） 

第６条 指定介護機関は、要介護被保護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービスの提供に 

関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならない。 

 

（帳簿） 

第７条  指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から 

5 年間保存しなければならない。 

 

（通知） 

第８条  指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速 



やかに、意見を附して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。 

1 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

2 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 

〔参考〕生活保護法第 54 条の 2 第 4項において準用する同法第 52 条第 2 項の規定による介護の方針及び 

介護の報酬 

平成１２年４月１９日 厚生省告示第２１４号 

改正 令和２年 厚生労働省告示第３０２号 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54条の 2第 4項において準用する同法第 52 条第 2項の規定に

基づき、生活保護法第 54条の 2第 4項において準用する同法第 52条第 2項の規定による介護の方針及び介

護の報酬を次のように定め、平成 12 年 4月 1 日から適用する。 

 

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）第 127

条第 3項第3号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第145条第 3項第3号に規定する

利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

２ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備並びに運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）

第136条第3項第3号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

３ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 39号）第 9条第 3 

項第 3 号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

４ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 40号）第 11 条 

第 3 項第 3 号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

５ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令 第 5 号）第 14 条

第 3 項第 3 号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

６ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の 

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）第135条第3項第3号に規定する 

利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第190条第3項第3号に規定する利用者が選定する特別な療養 

室等の提供は、行わない。 

７ 介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 51条の 3第１項に規定する特定入所者に対しては、同条第 2 

項第1号に規定する食費の基準費用額又は同項第2号に規定する居住費の基準費用額を超える費用を要す 

る食事又は居室の提供は、行わない。 

８ 介護保険法第 51 条の 3第 5項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた場 

合にあっては、同条第 2項第 1号に規定する食費の負担限度額又は同項第 2 号に規定する居住費の負担限 

度額を超える額の支払を受けてはならない。 

９ 介護保険法第 61 条の 3第 1項に規定する特定入所者に対しては、同条第 2 項第 1 号に規定する食費の 

基準費用額又は同項第 2号に規定する滞在費の基準費用額を超える食事又は居室の提供は、行わない。 

10 介護保険法第 61条の 3第 5項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされ 

た場合にあっては、同条第 2項第 1号に規定する食費の負担限度額又は同項第 2号に規定する滞在費の負 

担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 


